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広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯の山温泉館及び 
広島市湯来交流体験センター指定管理者応募要領 

 

１ 指定管理者の募集の趣旨 

これまでは、公の施設の管理を自治体が外部に委ねる場合は、相手先が地方自治体の出資法人

や公共的団体などに限られていましたが、指定管理者制度の導入（平成１５年９月改正地方自治

法施行）により、議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体（指定管理者）に当

該施設の管理を委ねることができるようになりました。 

今般、広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯の山温泉館及び広島市湯来交流体験センターの指

定期間が平成３１年３月３１日で終了することに伴い、指定管理者候補の選定に当たり広く事業

者を公募し、管理運営について創意工夫のある提案を募集します。 

 

２ 施設の概要 

⑴ 広島市国民宿舎湯来ロッジ 

区  分 概   要 

名  称 広島市国民宿舎湯来ロッジ（以下「湯来ロッジ」という。） 

所 在 地 広島市佐伯区湯来町大字多田２５６３番地の１ 

建物構造 鉄筋コンクリート造３階建て 

敷地面積 ７，２４５㎡ 

延床面積 ４，９０９㎡ 

開設年月日 平成２１年１１月１日 

駐 車 場 ５６台（身体障害者用２台を含む。） 

施設内容 宿泊定員８０人 

客室数２１室（和室５人 １２室、洋室ツイン ７室、バリアフリー室（４

人 １室、２人 １室）） 

１階 ロビー、ラウンジ、売店、レストラン、厨房、事務室、客室９室等 

２階 男女浴室、バリアフリー浴室、多目的ホール、広間、客室６室等 

３階 客室６室 

 

⑵ 広島市湯の山温泉館 

区  分 概   要 

名  称 広島市湯の山温泉館（以下「湯の山温泉館」という。） 

所 在 地 広島市佐伯区湯来町大字和田４７１番地 

建物構造 鉄筋コンクリート造２階建て 

敷地面積 ７２３㎡（敷地は広島市が民間との賃貸借契約により借り上げています。） 

延床面積 ３２７㎡ 

開設年月 昭和４９年３月 

駐 車 場 近隣に駐車場（専用５台、専用以外約４０台）あり。 

施設内容 １階 男女浴室、受付 

２階 休憩室、事務室 
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⑶ 広島市湯来交流体験センター 

区  分 概   要 

名  称 広島市湯来交流体験センター（以下「交流体験センター」という。） 

所 在 地 広島市佐伯区湯来町大字多田 

建物構造 鉄骨造、木造 

敷地面積 １２，７０８㎡ 

延床面積 ６６６㎡ 

開設年月日 平成２１年１１月１日 

駐 車 場 ７０台（身体障害者用３台を含む。） 

施設内容 区 分 施設規模 内   容 

交流体験館 ３１８㎡ 事務室、会議室、調理体験室１・２ 

屋外ステージ １８７㎡ ステージ、工芸室兼楽屋 

特産品市場館 ８４㎡ 地元特産品の販売 

イベント広場 ２，５００㎡ イベント（祭り・盆踊り等）などの専用利用、

自由利用 

ステージ広場 

 

１，５００㎡ 屋外ステージの客席やキャンプなどの専用利

用、自由利用（芝生） 

交流体験広場 ７００㎡ キャンプなどの専用利用、自由利用（芝生） 

農業体験場 ９００㎡ こんにゃく（湯来特産物）やハーブ等の栽培・

収穫体験 

足湯 ２４㎡ 温泉を利用 

 

３ 募集の概要 

人口減少や高齢化が顕著な湯来地域の振興を図ることは喫緊の課題となっていることから、湯

来地域の団体や民間事業者はもとより、隣接する広島広域都市圏の市町等と連携し、湯来地域の

温泉や食材、神楽などの魅力的な地域資源を積極的に活用して、交流人口の拡大に取り組むとと

もに、施設・設備の適切な維持管理を行うことにより、利用者へのおもてなしの向上を図るもの

とします。 

 

４ 指定期間 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間とします。 

なお、指定期間の中間年である平成３３年度に、平成３１年度～平成３２年度の指定管理業務

の実施状況を広島市において評価し、「実施状況が不十分」と判定した場合は、議決の上、指定

期間を平成３４年３月３１日に短縮するものとします。 

（判定の詳細は「１６ 指定管理業務の実施状況の判定」を参照） 

 

５ 指定管理者が行う業務 

⑴ 業務の範囲 

 ア 湯来ロッジ 

  (ｱ) 湯来ロッジの事業の実施に関すること。 

  (ｲ) 湯来ロッジの使用の許可に関すること。 



 ３ 

  (ｳ) 湯来ロッジへの入館の制限に関すること。 

  (ｴ) 湯来ロッジの施設及び設備の維持管理に関すること。 

  (ｵ) その他市長が定める業務 

 イ 湯の山温泉館 

  (ｱ) 湯の山温泉館の事業の実施に関すること。 

  (ｲ) 湯の山温泉館への入館の制限に関すること。 

  (ｳ) 湯の山温泉館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

  (ｴ) その他市長が定める業務 

 ウ 交流体験センター 

  (ｱ) 交流体験センターの事業の実施に関すること。 

  (ｲ) 交流体験センターの使用の許可に関すること。 

  (ｳ) 交流体験センターへの入場の制限に関すること。 

  (ｴ) 交流体験センターにおける行為の許可に関すること。 

  (ｵ) 交流体験センターの特別設備の設置の許可に関すること。 

  (ｶ) 交流体験センターの施設及び設備の維持管理に関すること。 

  (ｷ) その他市長が定める業務 

⑵  自主事業の実施 

 指定管理者は、事前に広島市の承認を得て、交流体験センターの施設を活用し、イベント等

の自主事業を実施してください。 

⑶ 利用促進の取組 

 各施設の利用促進を図るため、広島市が設定している次の基準値を達成するための利用促進

策を提案してください。 

 また、湯来地域の団体・民間事業者と連携した取組や広島広域都市圏の市町等と連携した取

組について、併せて提案してください。 

 【広島市の基準値】 

湯来ロッジの宿泊者・休憩者・入浴者数、湯の山温泉館の入浴者数及び交流体験センター

のイベント等に係る利用者・参加者数の合計：年間 327,110人 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑷ 留意事項 

ア 業務内容の詳細は「広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯の山温泉館及び広島市湯来交流

体験センター管理業務仕様書」を参照してください。 

イ 管理業務を一括して第三者に委託することはできません。ただし、管理業務の一部を専

門業者等に委託する場合は広島市の承認を受けるとともに、業務内容を報告させ、完了確

認を行い、その結果について、広島市に他の報告書とあわせて提出してください。 

ウ 湯来ロッジ及び湯の山温泉館の会計と交流体験センターの会計は、明確に分けてください。 

・湯来ロッジの休憩者数は、休憩等のため宿泊室を使用した者（日帰り）、レストランを

利用した者及び宴会室を利用した者の合計とする。また、入浴者数は、入浴券を購入し

た者（宿泊者は含まない。）とする。 

・交流体験センターのイベントへの参加人数は、自主事業プログラム申込などで参加人数

を把握できるもの以外（例：桜まつり、ホタルまつりなどのイベント等）は、原則、施

設の駐車場等に駐車した車の台数に１台当たり２．５人を乗じた人数を参加人数とす

る。 



 ４ 

エ 指定期間終了後の引継業務 

    指定期間が終了するに当たって、新たに指定管理者が指定された場合は、新たな指定管

理者が円滑に業務を実施できるよう、運営の詳細や予約者などを確実に引き継いでくださ

い。 

 

６ 管理の基準 

⑴ 休館日  

ア 湯来ロッジ及び湯の山温泉館 

    年中無休（ただし、都合により臨時に休館することがあります。） 

イ 交流体験センター 

(ｱ) 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その直後の

当該休日でない日） 

(ｲ) ８月６日 

(ｳ) １２月２９日から翌年１月３日まで 

⑵ 使用時間等 

ア 湯来ロッジ 

(ｱ) 宿泊施設 

〔宿泊する場合〕 

使用を開始する日の午後３時から使用を終了する日の午前１０時まで 

〔休憩する場合〕 

午前１１時から午後２時まで 

(ｲ) 入浴施設 

〔宿泊する場合〕 

午前６時から午前８時まで及び午後３時から午後１０時まで 

〔宿泊しない場合〕 

６月１日から９月３０日まで     午前１０時から午後９時まで 

１０月１日から翌年５月３１日まで  午前１０時から午後８時まで 

(ｳ) 多目的ホール及び広間  午前９時から午後９時まで 

イ 湯の山温泉館 

６月１日から９月３０日まで     午前９時から午後９時まで 

１０月１日から翌年５月３１日まで  午前９時から午後８時まで 

ウ 交流体験センター 

(ｱ) 交流体験館 

午前９時から午後６時まで 

(ｲ) 屋外ステージ 

午前９時から午後１０時まで 

ただし、工芸室兼楽屋を工芸室として使用するときは午前９時から午後６時まで 

(ｳ) 特産品市場館 

午前８時から午後５時まで 

(ｴ) イベント広場、ステージ広場及び交流体験広場 

ａ 午前零時から午後１２時まで 

ｂ 専用して使用する場合には、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める時間 



 ５ 

(ｵ) 農業体験場 

「農業体験の場の提供」を行うに当たり、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定

める日及び時間 

(ｶ) 足湯 

午前９時から午後５時まで 

⑶ 使用の制限 

   次のいずれかに該当するときは、湯来ロッジ及び交流体験センターの使用は許可しません。 

ア 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。 

イ 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。 

ウ 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。 

エ その他管理運営上支障があるとき。 

⑷ 入館・入場の制限 

   次のいずれかに該当する者に対しては、湯来ロッジ、湯の山温泉館及び交流体験センターへ

の入館・入場を拒み、又は退館・退場を命ずることができます。 

ア 伝染性の病気にかかっていると認められる者 

イ 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者 

ウ 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者 

エ その他管理運営上支障があると認められる者 

⑸ 行為の禁止 

   交流体験センターにおいては、次に掲げる行為を禁止します。 

ア 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。 

イ 立入禁止区域に立ち入ること。 

ウ イベント広場、ステージ広場、交流体験広場又は農業体験場の形質を変更すること。 

エ 利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。 

オ その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。 

⑹ 行為の制限 

   交流体験センターにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受

けなければなりません。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とします。 

ア 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。 

イ 業として写真又は映画を撮影すること。 

ウ はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。 

エ 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。 

⑺ 関係法令等の遵守 

地方自治法、消防法、労働基準法、建築基準法、広島市国民宿舎湯来ロッジ条例及び同条

例施行規則、広島市湯の山温泉館条例及び同条例施行規則、広島市湯来交流体験センター条例

及び同条例施行規則、広島市個人情報保護条例、その他関係法令等を遵守してください。 

⑻ 開館日の拡大や開館時間の延長の提案等 

   申請者は、利用者へのサービス向上のため必要があれば、開館日の拡大や開館時間の延長

等を提案することができます。 

   なお、広島市において必要があると判断したときは、休館日や開館時間等を変更すること

があります。 
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７ 利用料金の取扱い 

湯来ロッジ、湯の山温泉館及び交流体験センターの管理については、地方自治法第２４４条の

２第８項により、公の施設の使用に係る料金を指定管理者の自らの収入とする「利用料金制」を

採用します。 

⑴ 設定 

利用料金の額は、広島市が条例で定める金額の範囲において、指定管理者が市長の承認を

得て決定することになります。 

⑵ 減免 

指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免又は返還すること

ができます。 

⑶ 回数券の取扱い 

指定管理者は、湯来ロッジ及び湯の山温泉館において、市長の承認を受けて、条例で定める

額から割引をした額をもって、回数券を発行することができます。この場合において、回数

券による利用料金については、その発行の際に収受するものとします。 

 

８ 広島市への納付額及び指定管理料 

⑴ 湯来ロッジ及び湯の山温泉館 

 ア 納付額の下限額 

指定管理者は収受した利用料金その他の収入による独立採算により、全ての管理運営経費

（公租公課を含む。）を賄うとともに、一定額を広島市に納付していただきます。 

納付額の下限額は２，５００万円（各年度当たり５００万円）とします。 

なお、当該納付下限額を下回る提案をされた場合は、選定の対象外とします。 

イ その他 

 (ｱ) 納付は毎年行っていただきますが、具体的な手続きについては別途協定書で定めます。 

(ｲ) 指定期間中に改修等を予定しているため、それに伴い休館が必要となった場合は、納付

額を調整します。 

⑵ 交流体験センター 

ア 指定管理料の上限額 

広島市が支払う指定管理料（５年分）の上限額は、１億３，１０６万５千円（各年度当た

り２，６２１万３千円、消費税及び地方消費税相当額を含む。）とします。 

なお、当該指定管理料上限額を超える提案をされた場合は、選定の対象外とします。 

また、指定期間中に消費税が引き上げられた場合は、指定管理料を増額するなどの適切な

措置を講じます。 

 申請者は、下記①及び②を積算し、必要な指定管理料を提案してください。 

積算額 内   訳 

①管理運営経費 

  （支出） 

施設の維持管理・運営業務に伴う指定管理者の人件費、管理費（光

熱水費、修繕料、保守管理費等）など、指定管理者が交流センター

を管理運営するに当たり、必要となる全ての経費。 

②利用料金等収入 

（収入） 

利用料金、前納利用料金、その他指定管理者が管理運営を行うに当

たって生じる収入（預金利子等）。 

イ 前納利用料金 

前納利用料金とは、現在の指定管理者が収納した次期指定期間の施設等の使用に係る利
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用料金のことで、この前納利用料金は、現在の指定管理者から平成３１年４月１日以降、

次期指定管理者に引き継ぎます。また、次期指定期間の最終年度に収納した前納利用料金

は新しい指定管理者に引き継ぎます。 

平成３１年度及び平成３５年度の収支計画書を作成するに当たっては、これを考慮した

上で利用料金収入を算定してください。 

ウ 指定管理料の支払方法 

指定管理料は、原則、前金払とします。なお、指定管理者の申出により、指定管理料を

概算払とすることができます。 

    広島市から指定管理者への支払は、毎月払とします。 

  

９ 指定の取消し等 

広島市は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又

は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。 

⑴ 条例、規則等に違反したとき。 

⑵  業務に際し不正行為があったとき。 

⑶ 広島市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

⑷ 広島市国民宿舎湯来ロッジ条例第１３条第２項、広島市湯の山温泉館条例第７条第２項及び

広島市湯来交流体験センター条例第１７条第２項に定める基準に適合しなくなったとき。 

⑸ 指定管理者の申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

⑹ 別記「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針（指定管理者関係分抜粋）」

に定める暴力団、暴力団員、県公安委員会公表者又は暴力団密接関係者に該当（役員が該当す

る場合を含む。以下「暴力団等」という。）することが判明したとき。 

⑺ その他指定管理者に業務を行わせておくことが不可能、困難又は社会通念上不適当と広島市

が判断したとき。 

 

10 申請資格等 

⑴ 基本的事項 

   申請者は、法人その他の団体とし、法人格を問いません。（株式会社、任意団体等の組織の

形態を問いません。個人は申請資格を有しません。） 

ア 複数の団体による共同申請 

    ジョイント方式により構成された団体は、構成員の中から代表となる団体を定めてくだ

さい。なお、申請日以後の代表団体及び構成員の変更は原則として認めません。 

    当該ジョイント方式により構成された団体の構成員は、別のジョイント方式により構成

された団体の構成員となり、又は単独で申請することはできません。 

イ 新たな法人の設立 

  新たな法人を設立する場合は、その法人を申請者としてください。申請時に設立されて

いない場合でも申請できることとしますが、仮協定書締結までに、法人の登記事項証明書

又は法務局登記官の受領書その他これらに準ずる書類を提出してください。 

⑵ 選定基準 

申請者は申請に当たり、次に掲げる基準の全てに適合する必要があります。 

ア 利用者の平等な湯来ロッジ、湯の山温泉館及び交流体験センターの利用を確保することが

できること。 
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イ 事業計画の内容が、湯来ロッジ、湯の山温泉館及び交流体験センターの設置の目的を効果

的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。 

ウ 事業計画に沿った湯来ロッジ、湯の山温泉館及び交流体験センターの管理を安定して行う

能力を有していること。 

⑶  欠格事項 

   申請者が申請日において、次のアからエまでのいずれかに該当する場合は、選定の対象外

とします。 

ア 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当して

いる場合 

イ 広島市税、法人税又は消費税及び地方消費税を滞納している場合 

ウ 労働基準法等労働者使用関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしている場

合 

エ  障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、

障害者雇用納付金も滞納している場合 

 ※ ジョイント方式により構成された団体の場合は、団体を構成する会社等のうち 1 社でも

欠格事項に該当するときは、当該ジョイント団体は選定の対象外とします。 

 ※ 暴力団等は、欠格事項アにより選定の対象外となります。また、暴力団等に該当しない

か確認するため、申請者の役員の氏名等に係る情報を関係する官公庁へ提供します。 

⑷ 法定雇用障害者数（注１）を達成していない申請者が提出する書類 

   申請者が、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定める障害者雇用状況報告書の作成時

点（６月１日）において、法定雇用障害者数を達成していない場合は、障害者雇用計画書（様

式１０。注２）を提出し、同計画に基づき確実に障害者を雇用してください。 

法定雇用障害者数を達成していないにもかかわらず、障害者雇用計画書を提出しない場合、

又は提出された障害者雇用計画書の内容が著しく不適当であると広島市が認めた場合は、選

定の対象外とします。 

指定管理者の指定を受けた後は、業務実施報告（月例報告）等により障害者の雇用状況を報

告していただきます。また、法定雇用障害者数の達成状況等を広島市議会に報告するとともに、

広島市ホームページにて公表します。 

なお、障害者雇用計画を達成していない場合は、理由書等の提出を求め、指導を行います。 

（注１） 「法定雇用障害者数」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条第１項に

基づき算出されたものをいう。 

（注２） 障害者雇用計画書は、その終期までに法定雇用障害者数を達成するよう作成してく

ださい。 

⑸ 障害者雇用状況報告書等の提出 

公共職業安定所に障害者雇用状況報告書の提出義務のない申請者で障害者を雇用している

場合は障害者雇用状況報告書（様式９）を提出してください。また、障害者を常用雇用してい

ることを確認することができる書類（健康保険証の写し等及び身体障害者手帳等）を提出して

ください。 

※ 障害者を常用雇用していることを確認できる書類に住所及び生年月日が記載されている

場合は、当該部分を黒塗りしてください。 

⑹ 事業所調書兼実体調査同意書の提出 

事業活動の実体を確認するため、申請者の本店に係る事業所調書兼実体調査同意書（様式１
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６）を提出してください。本店が広島市外にあり、広島市内に本店以外のその他の事業所等が

あると「広島市が推進すべき施策に関する報告書（様式６）」で報告した場合は、広島市内の

代表的な事業所等に係る事業所調書兼実体調査同意書も提出してください。この様式６及び様

式１６では、事業活動を行っている事業所等（本店・支店など）を報告してください。 

 

１１ 応募要領の配布時期、説明会等 

⑴ スケジュール 

ア 応募要領の配布   平成３０年８月７日（火）から平成３０年１０月９日（火）まで 

イ 説明会の開催    平成３０年８月２１日（火） 

ウ 質問受付期間    平成３０年８月２２日（水）から平成３０年９月４日（火）まで 

エ 申請書受付期間   平成３０年１０月３日（水）から平成３０年１０月９日（火）まで 

オ 書類審査・面接審査 平成３０年１０月中旬～下旬 

カ 審査結果の通知   平成３０年１１月上旬 

キ 仮協定の締結    平成３０年１１月上旬 

ク 指定管理者の指定  平成３０年１２月下旬 

ケ 協定の締結     平成３１年１月 

⑵ 応募要領の配布期間、場所等 

応募要領を次のとおり配布します。 

配布期間：平成３０年８月７日（火）から平成３０年１０月９日（火）まで 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

        （ただし、土、日、祝日を除く。） 

配布場所：経済観光局観光政策部及び広島市ホームページ 

⑶ 説明会の開催日時、場所等 

応募要領の説明会を次のとおり開催します。 

開催日：平成３０年８月２１日（火） 

ア 応募説明会 

(ｱ) 時間 午後１時～午後２時 

(ｲ) 場所 湯来ロッジ 多目的ホール（現地集合） 

イ 現地見学会（希望者） 

(ｱ) 時間 午後２時～午後５時 

(ｲ) 場所 湯来ロッジ、湯の山温泉館及び交流体験センター（湯来ロッジ集合） 

※ 参加希望者は、８月２０日（月）までに、所定の応募説明会参加申込書（様式１３）に

より、経済観光局観光政策部に電話連絡の上、電子メール又はＦＡＸで提出してください。 

※ 受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

  （ただし、土、日を除く。） 

※ 説明会当日は応募要領、仕様書を持参してください。 

⑷ 質問の受付 

応募要領に関する質問を次のとおり受け付けます。 

受付期間：平成３０年８月２２日（水）から平成３０年９月４日（火） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（ただし、土、日を除く。） 

受付方法：所定の質問票（様式１２）により、経済観光局観光政策部に電話連絡の上、電子
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メール又はＦＡＸで提出してください。 

回答予定：９月１１日（火）までに、広島市ホームページに随時掲載します。 

⑸ 申請書の受付 

申請書を次のとおり受け付けます。 

受付期間：平成３０年１０月３日（水）から平成３０年１０月９日（火） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（ただし、土、日、祝日を除く。） 

提出場所：経済観光局観光政策部まで持参又は郵送（特定記録郵便等とし、上記期限までの

必着とします。） 

※ 電子メール、ＦＡＸでの受付は行いません。 

 

1２ 提出書類・提出部数 

提出書類一覧（別紙１）のとおり。 

なお、申請者の発行済株式の１００％を保有している親会社（株式会社に限る。）がいる場

合は、親会社の財務状況も評価の対象としますので、申請者と同様の財務書類及び団体の概

要を記載した書類を提出してください。 

※ 管理開始後に、本施設の従事者のうち広島市内の在住者の割合を確認するため、従事者

名簿とともに市内在住者であることが確認できる書類（運転免許証の写し等）を提出してく

ださい。 

 

1３ 管理運営に関する収支計画書の開封 

  提出書類のうち、管理運営に関する収支計画書（様式５関係）及び積算内訳書（様式５関係

別紙）については、次のとおり開封します。 

⑴  開封日：平成３０年１０月１０日（水） 

※ 開封時間及び場所については後日お知らせします。 

⑵  実施方法 

ア 開封時には、湯来ロッジ及び湯の山温泉館の納付下限額の提案額が下限額以上であるか否

か、交流体験センターの指定管理料の提案額が上限額の範囲内であるか否かを発表します。

（各申請団体の提案額は発表しません。）また、申請者が１団体のみであった場合も同様に

行います。 

イ 申請者は開封の立会いを希望することができます。ただし、立会者は各申請団体につき１

名とします。 

 

1４ その他留意事項 

⑴ １団体（１グループ）が、この募集において複数の申請をすることはできません。 

⑵ 申請の際に要する費用は、申請者の負担とします。 

⑶ 提出された書類の内容は提出後には変更できません。 

⑷ 必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。 

⑸ 申請を辞退するときは、辞退届（様式１４）を提出してください。ただし、提出された書類

は、理由のいかんにかかわらず返却しません。 

⑹ 広島市が提供する資料は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。また、

この検討の目的の範囲内であっても、広島市の了承を得ることなく第三者に対して、これを使
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用させ、又は内容を提示することを禁止します。 

⑺ 申請者が応募に当たって、特許権、実用新案権その他法令に基づいて保護されている権利を

侵害し、第三者に損害を与えたときは、その責任の一切を申請者が負うこととします。 

⑻ 申請書類の著作権は申請者に帰属しますが、広島市が指定管理者候補者の選定の公表等に必

要な場合には、広島市は申請書類の著作権を無償で使用できるものとします。 

⑼ 提出した申請書類は広島市の公文書になるため、広島市情報公開条例に基づく情報公開請求

が提出された場合は、原則として請求者に対して開示されます。 

 

1５ 審査及び選定に関する事項 

⑴ 審査方法等 

ア 審議会において、提出書類及び面接により審査し、指定管理者として適当であると判断

される団体のうちから第１位順位から第３位順位までの候補者を選定します。 

イ 応募団体が５団体を超える場合は、審議会で提出書類を審査し、５団体を選定（書類審査）

した上で、面接審査を行います。書類審査の結果は、全ての申請者に対して書面で通知しま

す。 

ウ 面接は、１０月中旬から下旬を予定しています。日程、場所等が決まり次第通知しま

す。 

エ 面接には、応募団体（ジョイント方式により構成された団体で応募した場合は代表団体）

の代表者を含む３名以内（応募団体の職員等に限る。）の出席をお願いします。 

オ 代表者に代わり代理人が出席する場合は、代表者の委任状（様式１５）を持参してくださ

い。 

⑵ 仮協定・協定の締結 

広島市は、第１位順位の候補者と詳細な項目について協議を行い、協議成立後、仮協定を

締結します。広島市議会の議決を経た後に、候補者を指定管理者として指定し、施設管理に

関する協定を締結します。 

第１位順位の候補者との協議が成立しない場合には、第２位順位、第３位順位の候補者と順

次協議を行います。 

なお、これらの者が応募要領に掲げる欠格事項に該当する場合には、仮協定は締結しません。 

ア 協定は、指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの管理経費

や事業実施に係る事項等を定めた「年度協定」で構成されます。 

イ 指定管理者が協定の締結までに次の事項に該当するときは、仮協定を解除するとともに指

定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

(ｱ) 資金事情の悪化等により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

(ｲ) 著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認められ

るとき。 

(ｳ) 応募要領に掲げる欠格事項に該当するとき。 

⑶ 指定管理者の選定に係る評価方法 

   広島市で定めた評価基準（別紙２）により評価します。 

⑷ 選定審査対象からの除外 

   次の要件に該当した場合は、選定審査の対象から除外します。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ 応募要領に違反し、又は著しく逸脱した場合 
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ウ 提出書類等の提出期限を経過してから提出書類等が提出された場合 

エ 申請日以後において応募要領に掲げる欠格事項に該当した場合 

オ その他不正行為があった場合 

⑸ 審査結果の通知及び公表 

申請者に対し、１１月上旬に通知します。また、審査結果を広島市ホームページへの掲載

等により公表します。 

⑹ その他 

ア 審議会委員及び広島市関係職員に対し、本件公募についての接触を禁じます。接触の事

実が認められた場合には失格となることがあります。 

イ 広島市議会で指定管理者を指定する議案が議決されなかった場合及び否決された場合、

候補者が本件に関して支出した費用については、広島市は補償しません。 

 

1６ 指定管理業務の実施状況の判定 

⑴ 基本的な考え方 

指定管理業務の実施状況は、次に示す評価項目の評価基準の達成状況を確認した上で、判定

します。 

⑵ 評価項目及び評価基準 

主な評価項目 
評価基準 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

①湯来ロッジ、湯の山温

泉館及び交流体験センタ

ーの利用者数等※ 

85,390人以上 83,230人以上 89,200人以上 69,290人以上 

②湯来地域の団体・民間

事業者と連携した取組回

数 

月１回以上 月１回以上 月１回以上 月１回以上 

③広島広域都市圏の市町

等と連携した取組回数 
１回以上 １回以上 １回以上 １回以上 

※ 湯来ロッジの宿泊・休憩・入浴者数、湯の山温泉館の入浴者数及び交流体験センターの

イベント等に係る利用者数等 

⑶ 評価方法及び実施状況の判定 

平成３１年度の第３四半期から平成３２年度の第４四半期までの計６期について、四半期ご

とに実績を評価し、①～③の全ての評価基準を満たしている場合、その四半期の実績は「達成」

とします。 

「達成」と評価した四半期の数が半数以上（計６期中３期以上）の場合、「実施状況が十分」

と判定します。「達成」と評価した四半期の数が半数未満（計６期中２期以下）の場合は、①

～③だけでなく、平成３１年度及び平成３２年度における指定管理者の取組状況や施設利用者

数等の推移などを考慮した上で実施状況が「十分」か「不十分」かを判定します。 

なお、休館が必要となった場合は、評価基準の利用人数等を調整します。 
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○ 問い合わせ先 

  広島市経済観光局観光政策部 木原、高島、原野 

  〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号  

  電    話 ０８２（５０４）２６７６ 

  ファクシミリ ０８２（５０４）２２５３ 

  電子メール kanko-omo@city.hiroshima.lg.jp  


